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記入責任者職氏名 農地整備課長
部課室名 農地整備課 杉本 修一郎 内線 4003

（担当者氏名） （安國 庫生） (4016)

事 業 名 事 業 区 間 総 事 業 費

事業種目 ほ場整備 基盤整備促進事業 西畑地区 ２４０ 百万円

（担い手育成型）

所 在 地 着工予定 完成予定
年 度 年 度

川辺郡猪名川町西畑 １３ １６

事 業 の 目 的 事 業 内 容

集落営農により担い手の育成に努め、急傾斜で小区 区画整理 ７.７ｈａ
画・不整形の本地区を整備することにより、効率的な
農業経営及び持続的な農業を目指す。 事業主体：猪名川町
猪名川町に対し、補助していく。

評価視点 評価結果の説明

(1)必要性 ① 本地区の水田は、急傾斜で小区画・不整形のため、農作業に多大な
労力を費やしており、将来的に耕作放棄も予測される。１０ａ当たり
の年効果額は２１５千円／１０ａと高く、営農時間についても２２ｈｒ
／１０ａと短い。さらに、農地の流動化、経営受託を行うことにより､
効率的な農業経営を推進する。

② 町全体で振興している、そばの導入促進に寄与する。
③ 地区上下流については、ほ場整備実施済であるため、当地区を整備

することにより連続した優良農地の確保が可能となり、将来的な担い
手への集積が更に期待できる。

(2)有効性・効率性 ① 投資効率１.０３、所得償還率２８.７％、所得指数６９（基準指数
５０）であり、事業としての効果は十分に期待でき、農家負担の償還
についても可能である。

② 同意率 １００％（２４／２４）

(3)環境適合性 ① 現況の一部にある石積棚田畦畔の石を利用した排水路を計画してい
る。

(4)優先性 ① 関連事業として、緊急地方道路整備事業を先行して行ったため、残
された農地の整備が必要となった。

評 左
価 の
の 理着手妥当 審査の結果、事業着手が妥当と認められた。
結 由
果


